
（平成２７年２月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認九州地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件



九州（福岡）厚生年金 事案 5411 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を平成８年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 59万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月 31日から８年１月１日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社の役員であり、分社化してＣ社（現在は、Ｄ

社）を設立した。このことに伴い、私と５人の従業員の厚生年金保険被保

険者資格について、Ａ社からＣ社に移す届書の作成を、社会保険労務士に

依頼した。 

しかしながら、Ｃ社に移籍した私と５人の従業員の同社における厚生年

金保険被保険者資格の取得日は平成８年１月１日であるにもかかわらず、

Ａ社における同資格の喪失日が７年 12 月 31 日となっているため、全員の

年金記録が継続していない。 

申立期間においても厚生年金保険料を給与から控除されていたので、当

該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、商業登記簿謄本の記録により、申立期間当時、Ａ社及びＣ社の

役員であったことが確認できる。 

また、Ａ社における複数の従業員は、申立人を含む移籍した６人の勤務形

態について、移籍前と変わらなかったと回答している。 

さらに、当時の経理事務担当者は、当該６人全員の申立期間に係る厚生年

金保険料を給与から控除していたと回答している上、Ａ社における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日を平成８年１月１日とすべきところ、誤って７年

  



12月 31日で届け出たと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成

７年 11月のオンライン記録から、59万円とすることが妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

を誤って届け出たと回答しており、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る平成７年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（以下「申立事業所」という。

現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を平成８年１月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月 31日から８年１月１日まで 

私は、申立事業所に、平成７年 12 月 31 日まで在籍していたが、厚生年

金保険被保険者資格の喪失日が同日とされている。申立期間においても給

与から厚生年金保険料を控除されていたので、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の回答から判断すると、

申立人が、申立期間に申立事業所に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除し

ていたと回答している上、申立期間当時、申立人の勤務形態に変更は無かっ

たとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人の申立事業所に係

る平成７年 11月のオンライン記録から、28万円とすることが妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

を誤って届け出たと回答しており、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る平成７年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

  



会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5413 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（以下「申立事業所」という。

現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を平成８年１月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月 31日から８年１月１日まで 

私は、申立事業所に、平成７年 12 月 31 日まで在籍していたが、厚生年

金保険被保険者資格の喪失日が同日とされている。申立期間においても給

与から厚生年金保険料を控除されていたので、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の回答から判断すると、

申立人が、申立期間に申立事業所に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除し

ていたと回答している上、申立期間当時、申立人の勤務形態に変更は無かっ

たとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人の申立事業所に係

る平成７年 11月のオンライン記録から、20万円とすることが妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

を誤って届け出たと回答しており、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る平成７年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

  



会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5414 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（以下「申立事業所」という。

現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を平成８年１月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 15万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月 31日から８年１月１日まで 

私は、申立事業所に、平成７年 12 月 31 日まで在籍していたが、厚生年

金保険被保険者資格の喪失日が同日とされている。申立期間においても給

与から厚生年金保険料を控除されていたので、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の回答から判断すると、

申立人が、申立期間に申立事業所に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除し

ていたと回答している上、申立期間当時、申立人の勤務形態に変更は無かっ

たとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人の申立事業所に係

る平成７年 11月のオンライン記録から、15万円とすることが妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

を誤って届け出たと回答しており、その結果、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る平成７年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

  



会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（福岡）国民年金 事案 2845 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：   

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 47年３月まで 

  申立期間については、昭和 47 年４月に就職した後にＡ町（現在は、Ｂ

市）において国民年金の加入手続を行い、同町役場から国民年金保険料の

未納の通知が届いたため、遡って保険料を納付したにもかかわらず、国民

年金の未加入期間とされているので、申立期間を保険料の納付済期間とし

て認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ町の国民年金被保険者名簿により、申立人は 20 歳到達時の

昭和 44 年＊月＊日に国民年金強制加入被保険者として資格取得し、45 年４

月１日に同資格を喪失後、47 年４月１日に強制加入被保険者として再度資格

取得していることが確認できる。 

 また、申立人は、申立期間については短期大学に在学中であった旨述べて

いるところ、申立期間当時、短期大学生を含む学生の国民年金への加入は任

意とされており、前述の資格取得日（昭和 47 年４月１日）に係る再加入手続

時点においては、申立期間に遡って国民年金に加入することはできないこと

から、申立期間は国民年金の任意未加入期間であり、申立人が申立期間の国

民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

 さらに、申立人は、保険料をまとめて納付したのは一度だけである旨述べ

ているところ、前述の被保険者名簿により、申立期間直後の昭和 47 年度の１

年間分の保険料は、昭和 49 年２月 28 日に過年度納付されていることが確認

できる。 

 加えて、申立人の希望により口頭意見陳述を実施した際に、申立人は、申

立期間以後に、過去の保険料未納分を遡って納付することができる期間があ

  

  

  

  



り、その時に保険料の未納期間は無かったことを両親と話したと記憶してい

るが、仮に未納期間があったのであれば、その時に納付していたはずである

旨陳述しているものの、過去の保険料未納分を遡って納付することができる

特例納付制度は、国民年金の強制加入被保険者が対象であり、申立期間は国

民年金の任意未加入期間であることから、当該制度による保険料納付の対象

期間に当たらなかったものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

  



九州（福岡）国民年金 事案 2846 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から同年 12月まで 

私はＡ県に居住していたが、祖母の介護のため昭和 54 年４月にＢ県Ｃ市

の実家に戻った。私の国民年金については、当時、Ｄ県Ｅ市に居住してい

た両親がＣ市役所で加入手続を行い、国民年金保険料は同市役所又はＦ社

会保険事務所（当時）で納付していたと思う。 

その後、祖母が回復し昭和 54 年 12 月にＡ県に転居することになった時

に両親から年金手帳と保険料の領収書を渡された。その時に受け取った年

金手帳と領収書は処分して持っていないが、61 年４月にＧ区役所で国民年

金の第３号被保険者となる手続をした際に、対応した職員にその領収書を

見せた記憶があるので、申立期間を保険料の納付済期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の両親が昭和 54 年４月頃、Ｃ市において国民年金の加入

手続を行ったと申し立てているところ、申立人が現在所持している年金手帳

に記載されている国民年金手帳記号番号は、同市ではなく、Ｇ区で払い出さ

れていることがその年金手帳記号番号払出整理簿から確認できる。 

また、前述の記号番号は、年金手帳記号番号払出整理簿の申立人の前後の

記号番号の払出日及び日本年金機構Ｈ事務センターの回答から、申立期間よ

り後の昭和 61 年２月以降に払い出されたものと考えられ、オンライン記録に

より、申立期間に係る国民年金の資格記録は、同年 10 月６日に追加入力され

ていることが確認できることから、申立期間は、このときに生じた未納期間

であり、当該追加入力時点では申立期間は時効により国民年金保険料を納付

できない期間である。 

  



これらのことから、申立人が現在所持している年金手帳の記号番号では、

制度上、申立人の両親が申立期間の保険料を納付することはできなかったも

のと考えられる。 

また、申立人は、両親から渡されたとする年金手帳を既に処分したとして

いることから、申立人の主張のとおりに申立期間の保険料をＣ市において納

付することが可能な別の記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムにより同市における記号番号の調査を行ったが、申立人

に別の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関

与しておらず、これらを行ったとする申立人の両親は既に死亡していること

から、当該期間に係る申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人及び申立人の両親が申立期間に係る保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

  



九州（長崎）厚生年金 事案 5415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 

② 平成 17年 12月 

Ａ社（以下「申立事業所」という。）に勤務していた期間について、標

準賞与額の記録が漏れている可能性があると年金事務所から連絡を受けた。 

申立期間において申立事業所から賞与の支給を受け、当該賞与から厚生

年金保険料が控除されていたと思うので、標準賞与額の記録として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ町が提出した申立人に係る「給与支払報告書（個人別明細書）」により、

申立人の平成 17 年に係る「給与・賞与支払金額」及び「社会保険料等の金

額」の年間総額は確認できる。 

しかしながら、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、当時の事業主から回答が得られず、申立人も賞与支給明細書等を所

持していないことから、申立期間のそれぞれの標準賞与額及び厚生年金保険

料控除額を推認することができない。 

また、申立事業所の破産管財人は、関連資料を保管していない旨回答して

おり、申立人の申立期間に係る賞与の支給額及び厚生年金保険料の控除額に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者であったと認める

ことはできない。また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10年３月 30日から同年４月１日まで 

         ② 平成 10年９月１日から同年 10月１日まで 

私は、申立期間①について、Ａ社のＢ市Ｃ区に在った事業所に、平成 10

年３月 31 日まで勤務していたにもかかわらず、同社に係る厚生年金保険被

保険者資格の喪失日が同年３月 30日と記録されている。 

また、申立期間②について、Ｄ社（現在は、Ｅ社）に平成 10年４月 1日

から勤務し、異動日ははっきりと記憶していないが、同社の事業主が経営

していたＦ社（現在は、Ｇ社）に異動し、同年 11 月 30 日まで引き続き勤

務したにもかかわらず、同年９月１日から同年 10 月１日までの厚生年金保

険の被保険者記録が確認できない。 

調査の上、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に平成 10 年３月末まで勤務し、厚

生年金保険料を給与から控除されていたと申し立てているところ、申立人

が所持する同年４月分（平成 10 年４月 27 日付け振り込み。）の給与明細

書により、当該期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていること

が確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社の申立期間①当時の給与の締め日は毎月

20 日であったとしているところ、前述の給与明細書の勤怠状況を見ると、

出勤日数は 10日と記載されていることが確認できる。 

また、雇用保険の被保険者記録によれば、Ａ社における申立人に係る離

  



職日は、平成 10年３月 30日となっていることが確認できる。 

さらに、オンライン記録により、申立期間①においてＡ社に係る厚生年

金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会したが、申立人の当

該期間における勤務実態等について回答を得ることができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が平成 10 年４月分の給与から申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことは確認できるが、当該期間につい

ては、申立人はＡ社に使用されていた者であったと言えないことから、厚

生年金保険被保険者であったと認めることはできない。 

  

２ 申立期間②について、申立人に係る雇用保険の被保険者記録によると、

Ｆ社の被保険者資格の取得日は平成 10 年４月１日、離職日は同年 11 月 30

日であることが確認できる。 

しかしながら、申立人と同様に、平成 10 年９月１日にＤ社に係る厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、同年 10 月１日にＦ社に係る同被保険者資格

を取得した複数の者に、申立人の申立期間②における勤務実態等について

照会を行ったものの回答を得られない上、これらの者のうち複数の者につ

いては、当該期間は国民年金に加入し国民年金保険料を納付していること

が確認できる。 

また、Ｅ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書の写しによると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成

10 年９月１日と記載されており、オンライン記録と一致している上、同社

の事業主は、申立期間②に係る厚生年金保険料は控除していないと回答し

ている。 

さらに、Ｇ社の現在の事業主は、当時の資料が残っておらず、申立人の

申立期間②における厚生年金保険の加入状況、厚生年金保険料の給与から

の控除等については確認できないと回答している。 

加えて、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに

申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（長崎）厚生年金 事案 5417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22年１月から 24年 12月まで 

② 昭和 25年１月から 27年 12月まで 

③ 昭和 28年１月から 31年 12月まで 

④ 昭和 32年１月から 36年 12月２日まで 

⑤ 昭和 37年６月７日から 38年 12月まで 

⑥ 昭和 40年 10月から 41年１月１日まで 

⑦ 昭和 41年 11月１日から 42年６月 22日まで 

⑧ 昭和 43年１月から同年３月まで 

⑨ 昭和 43年 10月 

私は、申立期間①については、Ａ氏又はＢ氏がＣ県Ｄ郡において所有し

ていたＥ丸に、申立期間②については、Ｆ氏がＣ県Ｄ郡において所有して

いたＧ丸又はＨ丸に、船員として乗り組んでいた。 

申立期間③については、Ｉ氏がＪ市において所有していたＫ丸又はＬ丸

に、申立期間④及び⑤については、Ｉ氏がＪ市において所有していたＭ丸

に、申立期間⑥については、Ｎ氏がＪ市において所有していたＯ丸に、申

立期間⑦については、Ｐ氏がＣ県Ｄ郡において所有していたＱ丸に、申立

期間⑧については、Ｒ氏がＣ県Ｄ郡において所有していたＳ丸に、申立期

間⑨については、Ｔ氏がＣ県Ｄ郡において所有していたＨ丸に、船員とし

て乗り組んでいた。 

いずれも船員保険の被保険者記録が確認できないので、申立期間を船員

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ氏又はＢ氏が所有していたＥ丸に乗

  



り組んでいたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、「Ａ」

及び「Ｂ」という名称の適用船舶所有者（以下「適用事業所」という。）

が確認できる。 

しかしながら、いずれの適用事業所も船員保険の適用年月日は昭和 33 年

12月１日であることから、申立期間①は同保険の適用が無い期間である。 

なお、「Ａ」は昭和 36 年 12 月 24 日付け、「Ｂ」は 49 年９月１日付け

で適用事業所ではなくなっており、当時の事業主は所在が不明であるため、

申立人の申立期間①に係る船員保険の加入状況及び船員保険料の控除につ

いて確認することができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｆ氏が所有していたＧ丸又はＨ丸に乗

り組んでいたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、「Ｆ」

という名称の適用事業所が確認できる。 

しかしながら、「Ｆ」は昭和 34 年８月 25 日付けで適用事業所ではなく

なっており、当時の事業主は所在が不明であるため、申立人の申立期間②

に係る船員保険の加入状況及び船員保険料の控除について確認することが

できない。 

また、「Ｆ」に係る船員保険被保険者名簿により、申立期間②の船員保

険被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会したが、申立人の勤務実態

及び船員保険料の控除について回答を得ることができない。 

さらに、「Ｆ」の船員保険の適用年月日は昭和 25 年２月１日であり、申

立期間②の一部は同保険の適用前の期間である上、前述の被保険者名簿に

申立人の氏名は確認できない。 

 

３ 申立期間③から⑤までについて、申立人は、Ｉ氏が所有していたＫ丸、

Ｌ丸、Ｍ丸に乗り組んでいたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿

により、「Ｉ」及び「Ｖ社」（代表取締役は、Ｉ氏）という名称の適用事

業所が確認できる。 

しかしながら、「Ｉ」及び「Ｖ社」は既に適用事業所ではなくなってお

り、当時の事業主は死亡しているため、申立人の申立期間③から⑤までに

係る船員保険の加入状況及び船員保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、「Ｉ」及び「Ｖ社」に係る船員保険被保険者名簿により申立期間

③から⑤までの船員保険被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会した

が、申立人の勤務実態及び船員保険料の控除について回答を得ることがで

きない。 

さらに、前述の被保険者名簿を確認したところ、申立人の氏名は確認で

きない。 

  



加えて、申立期間⑤のうち、昭和 37年６月７日から 38年２月 11 日まで

は、「Ｖ社」（事業所整理記号は、＊）は船員保険の適用期間であるが、

同年２月 12 日から同年 12 月までの期間において、「Ｉ」又は「Ｖ社」と

いう名称の適用事業所は見当たらない。 

 

４ 申立期間⑥について、申立人は、Ｎ氏が所有していたＯ丸に乗り組んで

いたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、「Ｎ」という名

称の適用事業所が確認できる。 

しかしながら、前述の名簿によれば「Ｎ」の船員保険の適用年月日は昭

和 41 年１月１日であることから、申立期間⑥は同保険の適用が無い期間で

ある。 

また、「Ｎ」は昭和 43 年３月 31 日付けで適用事業所ではなくなってお

り、当時の事業主は死亡しているため、申立人の申立期間⑥に係る船員保

険の加入状況及び船員保険料の控除について確認することができない。 

さらに、「Ｎ」に係る船員保険被保険者名簿により申立期間⑥後の船員

保険被保険者記録が確認できる複数の同僚に、申立人の当該期間に係る勤

務実態及び船員保険料の控除について照会したが、回答を得ることができ

ない。 

加えて、前述の被保険者名簿及び申立人に係る船員保険被保険者台帳に

よれば、申立人の「Ｎ」に係る船員保険被保険者資格の取得日は昭和 41 年

１月１日と記載されており、オンライン記録と一致している。 

 

５ 申立期間⑦について、申立人は、Ｐ氏が所有していたＱ丸に乗り組んで

いたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、「Ｗ」及び

「Ｘ」という名称の適用事業所が確認できる。 

しかしながら、「Ｗ」が適用事業所であった期間は昭和 30 年２月 10 日

から同年９月５日までの期間であることから、申立期間⑦は船員保険の適

用が無い期間である。 

また、「Ｘ」が適用事業所であった期間は昭和 35 年 11 月 10 日から 44

年 12 月 17 日までの期間であることから、申立期間⑦は船員保険の適用期

間であるものの、当該事業所は既に適用事業所ではなくなっており、当時

の事業主は所在が不明であるため、申立人の当該期間に係る船員保険の加

入状況及び船員保険料の控除について確認することができない。 

さらに、「Ｘ」に係る船員保険被保険者名簿に申立人の氏名は確認でき

ない上、整理番号に欠番は無い。 

 

６ 申立期間⑧について、申立人は、Ｒ氏が所有していたＳ丸に乗り組んで

いたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、「Ｙ」という名

  



称の適用事業所が確認でき、当該期間に同事業所に係る船員保険被保険者

記録が確認できる同僚の一人は、期間の特定はできないものの、自身と同

じ船団であったＳ丸に申立人が乗り組んでいた旨を回答している。 

しかしながら、「Ｙ」は平成 13 年８月３日付けで適用事業所ではなく

なっており、当時の事業主は死亡しているため、申立人の申立期間⑧に係

る船員保険の加入状況及び船員保険料の控除について確認することができ

ない。 

また、「Ｙ」に係る船員保険被保険者名簿により申立期間⑧に船員保険

の被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会したが、申立人の船員保険

料の控除について回答を得ることができない。 

さらに、前述の被保険者名簿を確認したが、申立期間⑧に申立人の氏名

は確認できない上、整理番号に欠番は無い。 

 

７ 申立期間⑨について、申立人は、Ｔ氏が所有していたＨ丸に乗り組んで

いたと主張しているところ、適用船舶所有者名簿により、代表取締役がＺ

氏である「a社」という名称の適用事業所が確認できる。 

しかしながら、「a 社」は平成７年７月 13 日付けで適用事業所ではなく

なっており、当時の事業主は死亡している上、申立期間⑨後の代表取締役

は資料を保管していないと回答しており、申立人の当該期間に係る船員保

険の加入状況及び船員保険料の控除について確認することができない。 

また、「a 社」に係る船員保険被保険者名簿により申立期間⑨の船員保

険被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会したが、申立人の勤務実態

及び船員保険料の控除について回答を得ることができない。 

さらに、前述の被保険者名簿を確認したが、申立期間⑨に申立人の氏名

は確認できない上、整理番号に欠番は無い。 

 

８ 申立人に係る船員保険被保険者台帳によれば、申立期間の船員保険被保

険者記録は確認できない上、申立人が申立期間の船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す給与明細書等の資料は無く、ほかに、

申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料

や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

    

        

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年７月 30日から 25年 12月１日まで 

② 昭和 27年２月 29日から 28年２月１日まで 

③ 昭和 29年６月 26日から 34年 10月１日まで 

  私は、Ａ事業所（厚生年金保険の適用事業所名は、Ｂ事業所）に昭和 22

年６月 25 日から 25 年 11 月 30 日まで勤務し、その後、同じグループ内の

事業所であるＣ事業所（後の、Ｄ社）に同年 12月１日から 28年１月 31日

まで、Ｅ事業所に同年７月 17日から 34年９月 30日まで、Ｆ職やＧ職とし

て、途中で退職することなく勤務していたにもかかわらず、申立期間に係

る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

  申立期間に係る給与からは、厚生年金保険料が控除されていたので、記

録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿（以下「被保険者名簿」という。）により厚生年金保険の被保険者記録

が確認できる複数の同僚に照会したところ、そのうちの一人が申立人を記

憶していることから、期間の特定はできないものの、申立人が当該期間の

一部についてＡ事業所に勤務していたことがうかがえる。 

  しかしながら、Ａ事業所は、昭和 28 年７月 29 日付けで厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっており、事業主については居所不明のため、申立

人の申立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることができない。 

  また、前述の同僚からも申立期間①の勤務実態、厚生年金保険の加入状

況等についての具体的な回答は得られない。 

  

  

  



    さらに、Ａ事業所に係る被保険者名簿により確認できる申立人の厚生年

金保険の被保険者記録は、厚生年金保険手帳記号番号払出簿、申立人に係

る厚生年金保険被保険者台帳及びオンライン記録と一致している上、遡っ

て訂正されるなどの不自然な処理は見当たらない。 

   

  ２ 申立期間②について、申立人が姓のみを挙げている同僚のうち、Ｃ事業

所に係る被保険者名簿により当該姓が一致する者を含む複数の同僚に照会

したものの、申立人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状

況等についての具体的な回答は得られない。 

  また、前述の同僚一人は、申立期間②当時のＣ事業所に係る社会保険事

務担当者の姓及びおおよその年齢を記憶しているところ、同事業所に係る

被保険者名簿により当該事務担当者と考えられる者の記載が確認できるも

のの、既に死亡しており、当該期間の厚生年金保険に係る具体的な取扱い

について確認することができない。 

さらに、Ｃ事業所は、平成 23 年６月８日付けで厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間②当時の事業主は居所不明であることか

ら、申立人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚

生年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料を得ることが

できない。 

  加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人のＣ

事業所における厚生年金保険の被保険者記録は、オンライン記録と一致し

ている上、遡って訂正されるなどの不自然な処理は見当たらない。 

  

  

 

  ３ 申立期間③について、Ｅ事業所に係る被保険者名簿により厚生年金保険

の被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会したものの、申立人の当該

期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況等についての具体的な回

答は得られない。 

  また、Ｅ事業所は、昭和 35 年７月 15 日付けで厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間③当時の事業主については居所不明であ

ることから、申立人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状

況及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料を得ることがで

きない。 

  さらに、Ｅ事業所に係る被保険者名簿により確認できる申立人の厚生年

金保険の被保険者記録は、厚生年金保険手帳記号番号払出簿、申立人に係

る厚生年金保険被保険者台帳及びオンライン記録と一致している上、遡っ

て訂正されるなど不自然な点は見当たらない。 

  

  

 

  



４ 申立人は、Ａ事業所、Ｃ事業所及びＥ事業所（以下「３か所の申立事業

所」という。）は全て同じグループ内の会社であったことから、継続して

勤務していたので厚生年金保険の被保険者記録は途切れていないはずだと

述べているが、３か所の申立事業所に係る被保険者名簿を確認したところ、

それぞれ事業主が相違しており、申立人が記憶している事業主の氏名は商

業法人登記簿からも確認できず、それぞれの事業主の関係性も不明である

ことから、３か所の申立事業所がグループ会社であったことが確認できな

い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料は無く、申立期

間に係る厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  




